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 １ 市町村民経済計算の用語解説 

 

１ ＳＮＡ 

「System of National Accounts」の略称で、「国民経済計算」または「国民経済計算体系」と訳される。国際連合が

示す基準に従って、加盟各国が相互比較可能なかたちで、それぞれの経済の循環を体系的に明らかにすることを目的

とした統計のこと。現在は、2008（平成 20）年に国連が加盟国に導入を勧告した「08ＳＮＡ」に基づき推計されてい

る。 

新潟県市町村民経済計算は、「08ＳＮＡ」を踏まえた「新潟県県民経済計算」の計数を、各種統計指標により市町村

別に按分推計している。そのため、推計の概念は県民経済計算に準拠する。 

 

２ 市町村内総生産1 

市町村内で、各年度内に生産活動によって新たに生み出された付加価値の合計。国のＧＤＰ（国内総生産）にあた

る。 

市内総生産 ＝ 産出額 － 中間投入 

① 産出額 

製造業やサービス業などの各経済活動によって生産された財貨・サービスの価値を市場価格によって合計したも

の。生産総額。 

② 中間投入 

生産活動に必要な原材料や光熱水費など。産出額に含まれている。 

 

３ 市町村内純生産2 

市町村内総生産から、建物や設備などが生産過程において減耗する価格分等である「固定資本減耗」を除いたもの。

付加価値の純増分。 

市町村内純生産（市場価格表示） ＝ 市町村内総生産 － 固定資本減耗 

市町村内純生産（要素費用表示） ＝ 市町村内純生産（市場価格表示） 

   － （生産・輸入品に課される税 － 補助金） 

① 固定資本減耗 

生産の過程において生じる構築物や機械設備などの減耗分で、通常の摩損及び損傷（減価償却費）と、火災、

風水害等の偶発事故による価値の損失のうち通常に予想される額（資本偶発損）からなる。 

② 生産・輸入品に課される税 

財貨・サービスの生産、販売、購入または使用に際して生産者に課せられる租税で、税法上損金算入が認めら

れ、かつ、その負担が最終購入者に転嫁されるものをいう。 

具体的には、消費税、関税、酒税、固定資産税、印紙収入税、不動産取得税などがあげられる。 

③ 補助金 

一般政府（国、県、市町村等）から市場生産者（民間企業等）に対して交付され、市場生産者の経常費用を賄

うために交付されるものであり、財貨・サービスの市場価格を低下させると考えられる経常交付金。 

補助金によって、その額だけ市場価格が低められるため、負の間接税とみなすことができる。 

なお、投資、資本資産、運転資産の損失の補償のために産業に対して行われる移転は、補助金ではなく資本移

 
1
 新潟県市町村民経済計算においては、利用する統計の制約等から、一部の経済活動を除き、産出額及び中間投入は推計していない。 

2 同様の理由により、全ての経済活動で市町村内純生産（市場価格表示及び要素費用表示）は推計していない。 
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転に分類されるほか、「～補助金」という名称であっても地方自治体や対家計民間非営利団体などの市場生産者以

外の主体に支払われる場合は含まれない。 

 

４ 市場価格表示と要素費用表示 

市場価格表示とは、市場で取引される価格（生産者・購入者価格）で評価する方法をいう。 

一方、要素費用表示とは、生産のために必要とされる要素（労働、資本等）に対して支払った費用（雇用者報酬、固

定資本減耗、営業余剰・混合所得）で評価する方法をいう。 

市町村民経済計算では、市町村内総生産は市場価格表示、市町村民所得は要素費用表示による値を表している。 

 

５ 市町村民所得（分配） 

生産活動や投資活動の成果として市町村民雇用者や市町村内事業所などが受け取る（配分される）所得の総額で、

「雇用者報酬」、「財産所得（非企業部門）」、「企業所得」からなる。なお、居住する市町村内で得られた報酬だけでな

く、他の市町村で働いて得た報酬なども含む。（属人主義） 

① 雇用者報酬 

市町村内に居住地を有する雇用者が、労働の報酬として雇主から受け取る現金及び現物給与をいう。 

これらの所得は、税金及び雇用者の社会保険料負担の控除前の金額で計上され、賃金・俸給のほかに、雇主の社

会負担が含まれる。 

  ア 賃金・俸給 

現金給与、役員報酬（給与・賞与）、議員歳費等、現物給与及び給与住宅差額家賃からなる。 

なお、給与住宅差額家賃とは、社宅などで市中家賃より低廉な家賃により従業者に提供されている場合の従業

者の支払家賃とその時価（市中平均家賃）との差額のことであり、現物給与の一種とみなしここに計上する。 

イ 雇主の社会負担 

雇主の現実社会負担及び雇主の帰属社会負担からなる。 

ａ 雇主の現実社会負担 

社会保障制度を管理する社会保障基金や、企業年金を管理する年金基金に対する雇主の負担額であり、健康

保険、厚生年金、雇用保険、退職一時金（民間等）などの社会保障基金や企業年金などが該当する。 

ｂ 雇主の帰属社会負担 

雇主自らが雇用者の福祉のために負担する分で、社会保障基金や年金基金によらない退職一時金（政府等）

や公務災害補償などへの雇主負担からなる。 

② 財産所得（非企業部門）3 

非企業部門である「家計（ただし、個人企業は除く）」、「一般政府」、「対家計民間非営利団体」における財産運用

収入のことで、利子及び配当、地代（土地の純賃貸料）などが該当するが、構築物（住宅を含む）、設備、機械など

再生産可能な有形固定資産にかかる賃貸料は、サービスの販売とみなされて財産所得には含まれない。 

受取額から支払額を差し引いて求めるため、マイナスとなる場合もある。 

ア 利子 

受取は、金融資産の所有者が受け取る所得であり、一般預貯金利子、有価証券利子、信託利子などからなる。 

また、支払は、家計などが消費活動の資金などの一部として金融機関などから借入した資金に対して支払う利

子の合計をいう。 

イ 法人企業の分配所得 

株式・出資金に対する配当のほか、公営住宅使用料などからなる。 

 
3
 新潟県市町村民経済計算においては、受取及び支払の合計のみを掲載している。 
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ウ その他の投資所得 

生命保険、非生命（損害）保険の帰属収益（保険契約者の資産から生じる投資所得）並びに保険契約者配当な

どからなる。 

エ 賃貸料 

土地の資産運用に関連して受け取る財産所得が該当し、住宅やその他の建物、機械設備などの賃貸料は、サー

ビスの販売とみなす。 

③ 企業所得 

企業部門である「民間法人企業」、「公的企業」、「個人企業」が受け取る所得で、企業の営業余剰・混合所得に、企

業分の財産所得の受け払いを計上したもの。 

なお、個人企業の所得には、自己所有住宅（持ち家）による帰属家賃を含む。 

 

６ 持ち家の帰属家賃 

実際には、家賃の支払いを伴わない自己所有住宅（持ち家）についても通常の借家や借間と同様のサービスが生産・

消費されるものと仮定して、それを市場価値で評価した帰属計算上の家賃をいう。 

生産では「不動産業」の総生産、分配では「個人企業」の企業所得に含まれる。 

 

７ 制度部門別分類 

市町村内総生産で述べた「経済活動別分類」が財貨・サービスの流れに着目した分類であるのに対し、「制度部門別

分類」は、資金の流れ、つまり所得の受け払いや財産の所有・運用に関する意思決定を行う制度単位に着目した分類の

ことである。 

取引主体は主として機能、行動、目的などを基に、次の５つに大別される。 

 ① 非金融法人企業 

   金融機関以外の法人、準法人企業。営利社団法人（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社）、医療機関、特殊

法人等の一部が含まれる。また、財貨及び非金融サービスの市場生産に携わる非営利団体も含まれる。 

 ② 金融機関 

   主に金融仲介業務及びそれを促進する業務である法人、準法人企業。金融的性格をもつ市場生産（保険業務など）

に従事する非営利団体も含まれる。 

 ③ 一般政府 

   市町村及び市町村によって設定、管理されている地方社会保障基金から構成される。 

 ④ 家計 

   生計を共にする全ての居住者の小集団。自営の個人企業も含まれる。 

 ⑤ 対家計民間非営利団体 

   政府により支配、資金供給されているものを除き、家計に対して非市場の財貨・サービスを提供する全ての居住者

である非営利団体により構成される。 

 具体的には、私立学校、政治団体、労働組合、宗教団体などが該当する。 
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２ 令和３(2021)年度市町村民経済計算 推計方法概略 

国の示した推計方法に基づき、国勢調査や産業連関表、経済センサス、毎月勤労統計調査など多くの

統計を積み上げて推計している。公表されているデータだけで推計できないため、国の値を按分したり、

関係機関に個別に調査を依頼したりしている。 

 

(1) 市町村内総生産 
項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

  ※「県値」とは「県民経済計算」の値   

１ 農業     

(1)農業 県値×農業産出額対県比 市町村別農業産出額（推計）（農

林水産省） 

    北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

    家畜頭羽数調査集計表（県畜産

課） 

   

(2)農業サービス 県値×農業サービス業従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

２ 林業     

(1)育林業 県値×現況森林面積対県比 北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

   

(2)素材生産業     

① 木材生産 県値×素材生産業者数対県比 新潟県木材業者製材業者登録名簿

（新潟県木材組合連合会） 

  ②薪炭、栽培きのこ

類、林野副産物,山菜 

県値×産出額対県比 特用林産物生産統計調査結果（県

林政課） 

      

３ 水産業     

(1)海面漁業 県値×魚種別生産額対県比 北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

   

(2)内水面漁業 県値×内水面組合員数対県比 県水産課資料 

  うち内水面養殖業 県値×内水面養殖経営体数対県比 漁業センサス（農林水産省） 

   

(3)漁家自家加工 県値×（海面漁業＋内水面漁業）対県比 北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

      

４ 鉱業     

(1)石炭・原油・天然ガス

鉱業 

県値×鉱産税調定済額対県比 市町村税の概要（県市町村課） 

   

(2)採石・砂利採取業 県値×採石業、砂・砂利・玉石採取業従業者数対

県比 

経済センサス（総務省） 

   

(3)その他の鉱業 県値×（窯業原料用鉱物鉱業＋その他の鉱業）従

業者数対県比 

経済センサス（総務省） 

      

５ 製造業 産出額 － 中間投入 経済センサス（総務省） 

  a 産出額 

県値×（製造品出荷額等－転売商品の仕入額）

対県比 

にいがた県の工業（県統計課） 

  b 中間投入 

県値×（原材料使用額等－転売商品の仕入額－

製造等に関連した外注費）対県比 

  

   ※産業中分類別に推計   
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

６ 電気・ガス・水道・廃

棄物処理業 

    

(1)電気業 ・送電部門  県値×販売電力量対県比 直接照会 

  ・発電部門  県値×発電電力量対県比 新潟県の電力概況（県産業労働

部） 

   

(2)ガス・熱供給業 ・民営ガス  県値×ガス販売量対県比など 直接照会 

  ・公営ガス 地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

   a 産出額  営業収益 地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

   b 中間投入額 

  修繕費＋原材料費等＋受託工事費＋附帯事

業費等＋ＦＩＳＩＭ消費額の計 

県民経済計算資料 

  ・自社開発ソフトウェア、企業内研究開発Ｒ&Ｄ   

   a 産出額 

   県値×産出額（自社開発ソフトウェア及び

企業内研究開発Ｒ&Ｄを除く）対県比 

  

   

(3)水道業 ・市町村、一部事務組合 地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

   a 産出額 

   営業収益－受託工事収益－受水費＋自社開

発ソフトウェア 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

   b 中間投入額 

    材料費＋薬品費＋動力費＋修繕費＋その他

＋ＦＩＳＩＭ消費額 

新潟県工業用水道事業会計決算書

（県企業局） 

県民経済計算資料 

  ・県    県値×給水量対県比 
 

  ・その他  所在地に格付け   

       

   

(4)廃棄物処理業 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(5)（政府）下水道、（政

府）廃棄物処理 

雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課さ

れる税 

地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

     地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

７ 建設業     

(1)民間土木工事     

  ①電力会社 電力会社工事額 直接照会 

  ②電力会社以外 （県値－電力会社分）×建設業就業者数対県比 国勢調査（総務省） 

   

(2)民間建築工事 県値×民間建築工事額対県比   

   民間建築工事額＝単価×新増築床面積   

   単価＝県平均×格差付け指標 建築統計年報（国土交通省） 

   格差付け指標＝市町村別の１㎡当たり評価額/

１㎡当たり評価額（県平均） 

家屋に関する概要調書（県市町村

課） 

   

(3)公共工事 県値×工事額対県比 直接照会 

    地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

    地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

(4)補修工事 県値×（民間土木・建築工事＋公共工事）対県比   

      

８ 卸売・小売業 県値×卸売・小売業年間商品販売額対県比 商業統計調査（経済産業省） 

    経済センサス（総務省） 

      

９ 運輸・郵便業     

(1)鉄道業 ・ＪＲ旅客  県値×乗車人員対県比 各駅の乗車人員（ＪＲ東日本） 

  ・ＪＲ貨物  県値×貨物輸送量対県比 鉄道統計年報（国土交通省） 

  ・ＪＲ以外  県値×収入対県比 新潟県観光動態調査（県観光企画

課） 

  ・索道    県値×入込客数対県比 新潟県観光入込客統計調査（県観

光企画課） 

    新潟県統計年鑑（県統計課） 

   

(2)道路運送業 県値×乗合用、乗用、貨物用営業用車両対県比 新潟県運輸概況（北陸信越運輸

局） 

   

(3)水運業   ・外洋輸送業、港湾運送業 

           県値×海上出入貨物対県比 

経済センサス（総務省） 

新潟港湾統計年報（県港湾整備

課） 

  ・沿海・内水面輸送業  県値×従業者数対県比 新潟県統計年鑑（県統計課） 

   

(4)航空運輸業 空港所在地に格付け 航空輸送統計年報（国土交通省） 

   

(5)その他の運輸業 ・道路輸送施設提供業(駐車場業を除く) 

所在地に格付け 

直接照会 

  ・航空施設管理（産業）・その他の航空附帯サー

ビス      県値×航空運輸業総生産対県比 

経済センサス（総務省） 

  ・上記以外  県値×従業者数対県比   

   

(6)郵便業 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(7)（政府）水運管理施設 ・県    所在地に格付け 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

  ・市町村  雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・

輸入品に課される税 

県民経済計算資料 

      

10 宿泊・飲食サービス業 県値×（従業者数×事業従業者１人当たり付加価

値額）対県比 

経済センサス（総務省） 

      

11 情報通信業     

(1)電信・電話業 ・固定電気通信業  世帯数対県比 国勢調査（総務省） 

  ・移動電気通信業  総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ・上記以外     県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(2)放送業 ・公共放送業  所在地に格付け 経済センサス（総務省） 

  ・上記以外   県値×従業者数対県比 県民経済計算資料 

   

(3)上記以外 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

12 金融・保険業      

(1)金融業     

  ①日本銀行 所在地に格付け 県民経済計算資料 

  ②民間預金取扱金融機

関 

県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ③公的預金取扱金融機

関 

・ゆうちょ銀行  県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ・上記以外    所在地に格付け 県民経済計算資料 

  ④その他の金融機関 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

   

(2)保険業 ・国民年金基金・同連合会 

県値×加入者数対県比 

年金統計情報（厚生労働省） 

  ・上記以外       県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

13 不動産業     

(1)住宅賃貸業 県値×床面積対県比 分配系列資料 

   

(2)不動産仲介業・不動産

賃貸業 

県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

14 専門・科学技術、業務

支援サービス業 

    

(1)（政府）学術研究 ・国出先機関  所在地に格付け 直接照会 

  ・県      県値×職員数 県民経済計算資料 

   

(2)上記以外 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

15 公務 ・国出先機関、県    県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ・市町村、社会保障基金 

 雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課

される税 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

16 教育     

(1)教育、(非営利)教育 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(2)（政府）教育 ・国出先機関   所在地に格付け 直接照会 

  ・県       職員数対県比 学校基本調査（文部科学省） 

  ・市町村     雇用者報酬＋固定資本減耗＋

生産・輸入品に課される税 

学校要覧（県教育委員会） 

地方財政状況調査（総務省） 

            市町村財政の状況（県市町村課） 

      

17 保健衛生・社会事業     

(1)医療・保健、(非営利)

社会福祉 

県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(2)介護 県値×（保険給付費＋介護サービス事業費）対県

比 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

   

(3)（政府）保健衛生・社

会福祉 

・国出先機関  所在地に格付け 直接照会 

  ・県      従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ・市町村    雇用者報酬＋固定資本減耗＋生

産・輸入品に課される税 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

18 その他のサービス     

(1)（政府）社会教育 ・国出先機関、県  所在地に格付け 直接照会 

  ・市町村     雇用者報酬＋固定資本減耗＋

生産・輸入品に課される税 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

             県民経済計算資料 

   

(2)上記以外 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

19 輸入品に課される税・

関税（控除）総資本形

成に係る消費税 

県値×総生産合計対県比   
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(2) 市民所得（分配） 
項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

  ※「県値」とは「県民経済計算」の値   

      

  経済活動別・従業上の地位別就業者数について

は、国勢調査をベースに経済センサス等によりＳ

ＮＡ経済活動分類へ組み替えるとともに二重雇用

比率等を乗じている。 

なお、各調査の中間年は補間補外推計による。 

県民経済計算資料 

国勢調査（総務省） 

経済センサス（総務省） 

学校給食要覧（県保健体育課） 

にいがた県の工業（県統計課） 

１ 雇用者報酬     

(1)賃金・俸給     

  ①現金給与     

   ア 農林水産業 県値×雇用者数対県比   

   イ 農林水産業以外

の産業 

１人当たり現金給与（県値）×市町村間格差×雇

用者数 

直接照会 

民間給与実態統計調査（国税庁） 

  ※市町村間格差＝市町村別１人当たり給与収入額

/県平均１人当たり給与収入額 

市町村税課税状況調（県市町村

課） 

  ②現物給与 現金給与×現物給与比率（県値）   

  ③給与住宅差額家賃 県値×給与住宅世帯数対県比 国勢調査（総務省） 

  ④議員委員等報酬 a 国会議員・県委員  県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 県議会議員   県値×県議会議員数対県比 

※住所地に格付け 

新潟県議会議員名簿（県議会事務

局） 

  c 市町村議会議員   決算資料から積算 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

(2)雇主の社会負担     

  ①雇主の現実社会負担 現金給与×雇主の現実社会負担比率（県値）   

  ②雇主の帰属社会負担 現金給与×雇主の帰属社会負担比率（県値）   

      

２ 財産所得（非企業部

門） 

    

(1)利子     

  ①一般政府（受取、支

払） 

a 市町村 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

   （a）市町村     決算資料から積算 地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

   （b）一部事務組合  決算資料から積算 

※構成市町村へ人口比で按分 

地方公営企業の決算状況 (県市町

村課) 

   決算資料から積算した受取・支払利子額にＦＩ

ＳＩＭ消費額を加算または減算して、ＦＩＳＩＭ

調整後の受取・支払利子を推計 

県民経済計算資料 

新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分） 

 県値×総人口対県比 

  

  ②家計     

   ア 受取利子 基準所得額×利子所得割合（県値）   

  ※基準所得額＝雇用者報酬＋個人企業所得 (持ち

家を除く) 

  

   イ 支払利子 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取、支払） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 

      

(2)配当     

  ①一般政府（受取） a 市町村     決算資料等からの積算など 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分） 

         県値×総人口対県比 

新潟県の人口移動（県統計課） 

  ②家計（受取） 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

(3)その他の投資所得     

  ①一般政府（受取） a 市町村   県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分） 

      県値×総人口対県比 

  

  ②家計 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 

      

(4)賃貸料     

  ①一般政府（受取、支

払） 

a 市町村  県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分) 

     県値×総人口対県比 

  

  ②家計（受取） a 農林水産業    県値×借入耕作面積対県比 農林業センサス（農林水産省） 

  b 農林水産業以外 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取、支払） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 

      

３ 企業所得     

(1)民間法人企業 県値×民間法人営業余剰対県比 生産・分配系列資料 

   民間法人営業余剰＝総生産－固定資本減耗－雇

用者報酬（内ベース） 

県民経済計算資料 

   ※総生産は個人事業主や政府等による産業分を

除く。 

  

   ※固定資本減耗 

＝総生産×県の固定資本減耗比率 

  

   ※営業余剰の概念として、控除するべき生産・

輸入品に課される税（控除）補助金は、統計

の制約から推計していない。 

  

      

(2)公的企業     

  ①公的非金融法人 a 国 直接照会、各決算書 

  （a）国立病院機構等   県値×職員数対県比 地方公営企業の決算状況 (県市町

村課) 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

  （b）郵政事業特別会計  県値×総人口対県比     地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

  （c）その他      事業所所在地に格付け 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 県    県値×職員数など   

  c 市町村  決算資料から積算   

  ②公的金融機関 県値×総人口対県比など 新潟県の人口移動（県統計課） 

      

(3)個人企業     

  ①農林水産業 農林水産業１人当たり個人企業所得（県値）×個

人事業主数 

  

  ②その他の産業 産業別１人当たり個人企業所得（県値）×個人事

業主数 

  

  ③持ち家 県値×地域差考慮後床面積対県比 固定資産に係る概要調書（県市町

村課） 

   ※地域差考慮後床面積＝床面積× 

１㎡当たり単価の地域差（県＝100） 
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３ 経済活動別分類（ＳＮＡ分類）と日本標準産業分類の対応表 

※本表のＳＮＡ産業分類は 2008年に国際連合が提唱し、2016年に日本が移行した体系での分類である。 

※本表の日本標準産業分類は、平成 25(2013)年 10月改定のものである。 

ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

１ 農林水産業   

 ０１ 農業   ０１ 農業 

       （０１１３ 野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）のうち「き

のこ類の栽培」→林業） 

       （０１４ 園芸サービス業→その他のサービス） 

    

 ０２ 林業   ０２ 林業 

  ０１１３ 野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）のうち「きのこ類の栽

培」 

    

 ０３ 水産業   ０３ 漁業（水産養殖業を除く） 

    ０４ 水産養殖業 

    

２ 鉱業   

 ０４ 鉱業   ０５ 鉱業、採石業、砂利採取業 

  ２１８１ 砕石製造業 

    

３ 製造業   

 ０５ 食料品   ０９ 食料品製造業 

    １０ 飲料・たばこ・飼料製造業 

  １６４１ 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化油（食用）」 

  ５８９５ 料理品小売業のうち「製造小売分」 

   ９５２ と畜場 

    

 ０６ 繊維製品   １１ 繊維工業 

       （１１１３ 炭素繊維製造業→窯業・土石製品） 

    

 ０７ パルプ・紙・紙加工品   １４ パルプ・紙・紙加工品製造業 

    

 ０８ 化学   １６ 化学工業 

       （１６４１ 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化

油（食用）」→食料品） 

    

 ０９ 石油・石炭製品   １７ 石油製品・石炭製品製造業 

    

 １０ 窯業・土石製品   ２１ 窯業・土石製造業 

       （２１８１ 砕石製造業→鉱業） 

  １１１３ 炭素繊維製造業 

    

 １１ 一次金属   ２２ 鉄鋼業 

    ２３ 非鉄金属製造業 

    

 １２ 金属製品   ２４ 金属製品製造業 

    

 １３ はん用・生産用・業務用機械   ２５ はん用機械器具製造業 

    ２６ 生産用機械器具製造業 

    ２７ 業務用機械器具製造業 

    

 １４ 電子部品・デバイス   ２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

    

 １５ 電気機械   ２９ 電気機械器具製造業 

    

 １６ 情報・通信機器   ３０ 情報通信機械器具製造業 

    

 １７ 輸送用機械   ３１ 輸送用機械器具製造業 
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ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

   ９０１ 機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」 

    

 １８ 印刷業   １５ 印刷・同関連業 

    

 １９ その他の製造業   １２ 木材・木製品製造業（家具を除く） 

    １３ 家具・装備品製造業 

    １８ プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

    １９ ゴム製品製造業 

    ２０ なめし皮・同製品・毛皮製造業 

    ３２ その他の製造業 

    

４ 電気・ガス・水道・廃棄物処理業   

 ２０ 電気業   ３３ 電気業 

    

 ２１ ガス・水道・廃棄物処理業   ３４ ガス業 

    ３５ 熱供給業 

    ３６ 水道業 

 （３６１ 上水道業のうち「船舶給水業」→運輸・郵便業） 

    ８８ 廃棄物処理業 

    

５ 建設業   

 ２２ 建設業   ０６ 総合工事業 

    ０７ 職別工事業（設備工事業を除く） 

    ０８ 設備工事業 

    

６ 卸売・小売業   

 ２３ 卸売業   ５０ 各種商品卸売業 

    ～  

    ５５ その他の卸売業 

   ９５９ 他に分類されないサービス業のうち「卸売市場」 

    

 ２４ 小売業   ５６ 各種商品小売業 

    ～  

    ５８ 飲食料品小売業 

       （５８９５ 料理品小売業のうち「製造小売分」→食料品製造

業） 

    ～  

    ６０ その他の小売業 

       （６０３３ 調剤薬局のうち「調剤」→保健衛生・社会事業） 

    ６１ 無店舗小売業 

  ６４２１ 質屋 

    

７ 運輸・郵便業   

 ２５ 運輸・郵便業  ３６１ 上水道業のうち「船舶給水業」 

    ４２ 鉄道業 

    ～  

    ４６ 航空運輸業 

    ４７ 倉庫業 

    ４８ 運輸に附帯するサービス業 

    ４９ 郵便業（信書便事業を含む） 

   ８６１ 郵便局 

   ８６２ 郵便局受託業 

   ６９３ 駐車場業 

       （自動車の保管を目的とする駐車場→不動産業。 

路面上に設置される駐車場は除く） 

   ７９１ 旅行業 

    

８ 宿泊・飲食サービス業   

 ２６ 宿泊・飲食サービス業   ７５ 宿泊業（うち会社の寄宿舎、学生寮等を除く） 
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ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

    ７６ 飲食業 

    ７７ 持ち帰り・配達飲食サービス業 

       （７７２１ 配達飲食サービス業のうち「学校給食」→「教

育」） 

９ 情報通信業   

 ２７ 通信・放送業   ３７ 通信業 

    ３８ 放送業 

    ４０ インターネット付随サービス業 

    

 ２８ 情報サービス・映像音声文字

情報制作業 

  ３９ 情報サービス業 

        ４１ 映像・音声・文字情報制作業 

    

１０ 金融・保険業   

 ２９ 金融・保険業   ６２ 銀行業 

    ～  

    ６４ 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 

       （６４２１ 質屋→小売業） 

    ６５ 金融商品取引業、商品先物取引業 

    ６６ 補助的金融業等 

    ６７ 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） 

    

１１ 不動産業   

 ３０ 住宅賃貸業  ６９２ 貸家業、貸間業、帰属計算する住宅賃貸業 

    

 ３１ その他の不動産業   ６８ 不動産取引業 

   ６９１ 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） 

       （６９１２ 土地賃貸業を除く） 

   ６９３ 駐車場業のうち自動車の保管を目的とする駐車場 

       （所有者の委託を受けて行う駐車場の管理運営の活動を含む） 

   ６９４ 不動産管理業 

    

１２ 専門・科学技術、業務支援サー

ビス業 

  

 ３２ 専門・科学技術、   ７０ 物品賃貸業 

    業務支援サービス業   ７１ 学術・開発研究機関 

    ７２ 専門サービス（他に分類されないもの） 

       （７２７ 著述・芸術家業→その他のサービス） 

    ７３ 広告業 

    ７４ 技術サービス（他に分類されないもの） 

       （７４６ 写真業→その他のサービス） 

    ９１ 職業紹介・労働者派遣業 

    ９２ その他の事業サービス業 

    

１３ 公務   

 ３３ 公務   ９７ 国家公務 

    ９８ 地方公務 

  ８５１１ 社会保険事業団体 

    

１４ 教育   

 ３４ 教育 ７７２１ 配達飲食サービスのうち「学校給食」 

    ８１ 学校教育 

    ８２ その他の教育、学習支援業 

       （８２１ 社会教育、８２３ 学習塾、８２４ 教養・技能教

授業→その他のサービス） 

       （８２２９ その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支

援施設」→保健衛生・社会事業） 

    

１５ 保健衛生・社会事業   
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ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

 ３５ 保健衛生・社会事業 ６０３３ 調剤薬局のうち「調剤」 

  ８２２９ その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支援施設」 

    ８３ 医療業 

    ８４ 保健衛生 

    ８５ 社会保険・社会福祉・介護事業 

       （８５１１ 社会保険事業団体→公務） 

    

１６ その他のサービス   

 ３６ その他のサービス  ０１４ 園芸サービス 

   ７２７ 著述・芸術家業 

   ７４６ 写真業 

    ７８ 洗濯・理容・美容・浴場業 

    ７９ その他の生活関連サービス業 

       （うち７９１ 旅行業→運輸・郵便業） 

    ８０ 娯楽業 

   ８２１ 社会教育 

   ８２３ 学習塾 

   ８２４ 教養・技能教授業 

    ８７ 協同組合（他に分類されないもの） 

    ８９ 自動車整備業 

    ９０ 機械等修理業（別掲を除く） 

       （９０１ 機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」 

       →輸送用機械製造業） 

    ９３ 政治・経済・文化団体 

    ９４ 宗教 

    ９５ その他のサービス業 

       （９５２ と畜場→食料品製造業） 

  

 

 


